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思いやりや感謝の気持ち、家族や地域の絆を大切にする「妙高市民の心」。 

今回は、「妙高市民の心」の認知度と今年度行っている推進運動の取り組みについて、お知らせしま

す。 

 

「妙高市民の心」の認知度は７１．５％ ～まちづくり市民意識調査～ 

  今年５月に実施した、まちづくり市民意識調査における「妙高市民の心」の認知度に関

する質問では、７１．５％のかたが、「妙高市民の心」を知っている、または聞いたことが

あると回答し、平成２５年度の前回調査より６ポイント上昇しました。 

 また、「妙高市民の心」推進のための６本柱の実践状況では、「地域の行事に家族そろっ

て参加しよう」の実践度が一番低い結果となりました。 

 これらの結果を踏まえ、今年度は、「市民の心」の認知度の向上や、家庭、地域や事業所

等での実践を促す取り組みを進め、市民の心の一層の普及・啓発に努めていきます。 
   

 

＜まちづくり市民意識調査の結果＞ 

            

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発行：妙高市・「妙高市民の心」推進協議会 

「妙高市民の心」通信 

①「妙高市民の心」の認知度について ②「妙高市民の心」６本柱の実践度について 



 
 

今年度から「ＡＬＬ妙高あいさつ運動」に加え、新たに「ＡＬＬ妙高クリーンアップ運

動」として、地域での一斉清掃や事業所で行われている環境美化活動を「市民の心」の運

動に位置づけて取り組んでいます。 

運動の実践を通じて、「市民の心」を意識する機会にしていきたいと考えています。 
                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

募集中です ～「妙高市民の心」作文＆事例～  
 

１０月に開催予定の「妙高市民の心」推進のつどい 

に合わせ、「市民の心」の推進に関する作文や取組事例 

を募集しています。作文については、小中学生に 

加え、今年度から高校生以上を対象とする一般の部を 

設けました。 

また、取組事例では、思いやりの心や地域を大切に 

する心など、心温まる取り組み“ちょっといい話”を 

紹介してください。 

詳細は市報８月号をご覧ください。 
 

推進応援事業所に登録しませんか。 
 

市では、「妙高市民の心」の運動に賛同する事業所を推進応援事業所に認定し、登録して

いただいた事業所名とその活動内容を随時紹介しています。 

推進応援事業所は随時募集していますので、お気軽にお問合せください。 
   

 

◆・◇・◆問合せ先：妙高市教育委員会生涯学習課生涯学習推進係◆・◇・◆ 
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         Ｅメール shogaigakushu@city.myoko.niigata.jp 

新たに作製・配布されたのぼり

旗を掲げ、国道・市道の路肩のゴ

ミを拾いました。 

（(株)野本組・(株)マルモト様） 

昨年のつどいでの受賞の様子 

自社の特製のぼり旗を持参し、地域

の皆さんと一緒に子どもたちの見守

りに参加しました。（ヤマト運輸（株）

新井妙高センター様） 

期間中は毎日２人ずつ交代で

参加し、子どもたちだけではなく

通勤の車にも挨拶しました。 

（八十二銀行(株)新井支店様） 

新たに「ＡＬＬ妙高クリーンアップ運動」を実施！ 


